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2008 年8 月6日追加     

前頁のパンフレットの翻訳 http://www.hi-ho.ne.jp/okajimamic/d141.pdf 
 

鑑定委員会／調停所の2007 年度の全国統計が発表された。  

インターネットサイトに発表されている項目は2006 年年度のものより少ないが、主なデータを以下

に紹介する。 

申請と決定  2005  2006  2007  

申請件数 10482  10280  10432  

決定件数（医学的判定による決定） 7768  7201  7049  

 

医学的判定により決定された上記7049 件の内訳は以下の通りである。医療過誤があると決定された

のは約4分の1 となっている。 

医療過誤／リスク説明不足 否定された 4954  

医療過誤／リスク説明不足があったが因果関係は否定された 378  

医療過誤／リスク説明不足と因果関係が肯定された 1717  

上記1717 件のうち、死亡例は71、重度の永久障害を伴ったものが185、 

その他は中等度から軽度または些細な障害に分類される。 

 

医療過誤と診療場所 

医学的判定により決定

を受けた被申立人 
2007 年 総数  8140  

 申立件数  過誤またはリスク説明

不足と決定した件数 

病院  5750  1507  

診療所  2390  721  

1 件に複数の医師が関与している場合は、最高4 名までを算入している  

医療過誤の存在を疑問の余地なく確認することは難しいので、最初の鑑定だけで済まないことが多

い。また、中立の鑑定を得ることは「とても難しい」と多くの患者は答えているという。 

Robert-Koch-Institut(感染及び非感染の疾患、その他医学的な多数の問題を調査している連邦の機

関)の推定によると、医療過誤は年間40,000 件くらいあるだろうということなので、鑑定委員会／

調停所の扱う医療過誤は氷山の一角にたとえられる。ドイツ連邦医師会が前の頁に示したようなパ

ンフレットを出しているのは、国民に鑑定委員会／調停所を知ってもらい、利用する機会を提供す

るためと思われる。 
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